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労働災害防止対策について
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滋賀県の労働災害の推移 （コロナ除く）
（平成２０年～令和６年 全産業）
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労働災害発生件数の推移（滋賀局管内
及び彦根署管内・コロナ除く）
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彦根署管内は減少続かず増加



彦根署管内全業種及び第三次産業の事故の型別労働災害発生状況
（令和６年・令和７年10月末時点速報値，コロナ除く。）

全業種 墜落・転落 転倒 激突 激突され
はさまれ・巻
き込まれ

切れ・こすれ
動作の反動・
無理な動作

左記以外 合計

R6.1～R6.7 21 38 17 18 37 12 41 53 237
R7.1～R7.7 32 88 8 12 17 13 24 224
増減 +6 +38 -6 0 -10 -2 -10 -3 +13

第三次産業 墜落・転落 転倒 激突 激突され
はさまれ・巻
き込まれ

切れ・こすれ
動作の反動・
無理な動作

左記以外 合計

R6.1～R6.7 8 23 9 4 6 2 21 27 100
R7.1～R7.7 11 59 7 4 3 6 11 11 112
増減 +2 +27 -3 0 0 +2 -3 -2 +23

転倒災害が全業種で前年から約２.３倍、労働災害全体の約４割を占めている。
第三次産業に限ると約２．５倍に増加。全災害の半数以上（約５２％）を占める。

脚立やはしごを使用の際の墜落・転落災
害が複数発生し、件数も増加している。

全業種合計では、労働災害は減少している一
方で第三次産業では増加している。









彦根署管内全業種及び第三次産業の事故の型別労働災害発生状況
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彦根署管内令和７年転倒災害統計
（令和７年７月末時点）
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彦根署管内令和７年転倒災害統計
（令和７年７月末時点）
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彦根署管内令和７年転倒災害統計
（令和７年７月末時点）
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転倒災害防止のポイント



転倒災害防止のためのチェックシート（滋賀労働局作成）



転倒リスクマップ

転倒は売場、バックヤード、事務所、階段など、どこでも発生する可能性があります。

どこに転倒リスクがあるか、実際に作業する労働者から意見を聴くことが重要です。

・ハード対策

機械や設備などの「物」の対策を言います。

安全衛生対策の考え方では先に「物」の対策を行います。

・ソフト対策

管理、教育、保護具（靴、手袋）などの「人」への対策を

言います。

・物の危険と人の危険

例えば、手すりが片側しかない階段があります。

「両側に手すりをつけること」と「注意して歩くように指

示すること」どちらが安全でしょうか。

人は時に不安全行動をとります。その場合でも物が不安全

状態になければ大きな災害にはなりにくいのです。

１．労働者へのヒヤリング

売場等の平面図を準備。

２．転倒リスクのある箇所へのシール貼り付け

滑り（黒シール）

つまずき（黄色シール）

踏み外し（赤シール）

その他（青シール） 等

３．リスクが多くあがった箇所から現状把握と改善

対策の方法はハード、ソフトの順です。

結果は関係労働者に周知してください。

Before・Afterの記録は変化がよく見えます。

ハード、ソフトとは？リスクマップ作成手順（例）



ヒヤリハットとは

ヒヤリハットは危ないことが起こりはしたが、災害にはならなかった事象のことです。

ヒヤリハット活動は、これらの事例を収集し、事前に対策することで災害発生を未然に防止する活動です。

労働者50人以上の事業場では、安全委員会、衛生委員会等を

置き、安全衛生について議論していただいていますが、労働者

50未満の事業場ではどうすべきでしょうか。

労働安全衛生規則第23条の２にでは次のように定めています。

「委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に

関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設

けるようにしなければならない。」

関係労働者とは、安全問題、衛生問題について当該作業に関

係のある労働者を言います。

労働者が１人でもいれば、会議、ミーティング、懇談会など

の機会をとらえて安全や衛生について意見を聴くようにしてく

ださい。

労働者と議論する場の確保

結論として、書面での報告、記録が望ましいのですが、はじ

めて取り組む場合は、口頭報告・書面記録から始めてみてくだ

さい。 ※所定の様式はありません。

活動を定着させるコツは、報告しやすい方法にすることです。

労働者の声を集め、労働災害になる前に対策してください。

書面での報告は一定の様式を定め、少なくとも

・いつ、どこで、なにをしていたときにヒヤリとしたか

・原因と対策、対策完了日

を記入するようにしてください。

ヒヤリハットは口頭？書面？



ヒヤリハット報告書（例）

原因は可能な限り、細分化することが重要です。

理由）単に原因記入とした場合、重大な原因の見落としがあ

る可能性があるため。

荷物運搬時に濡れた床で転倒しそうになった事例で説明しま

す。

（単に原因記入とした場合）

・床が濡れていたため。

（原因を細分化した場合）

・雨が吹き込む構造だったため（設備的）。

・台車がなく、両手がふさがっていたため（作業的）。

・床が濡れていた場合の清掃用具がなかったため（管理

的）。

・残業が多く、集中力が低下していたため（人間的）。

ヒヤリハットは大きな災害になる可能性があります。

労働者から報告があった場合は速やかに対策を検討するよう

にしてください。



危険の見える化

視覚情報に訴えかけることは大切なことです。

表示方法（例）

・トラテープ ・ステッカー

段差解消のためにスロープで養生しトラテープで 「職場のあんぜんサイト」からダウンロードできます。

注意喚起している例 （転倒危険、墜落・転落危険、腰痛危険、災害危険の４種）

危険な箇所への表示



ＫＹ活動とは

ＫＹは「危険予知」の頭文字をとったものです。

作業に取り掛かる前に、どのような危険があるかを話し合い、作業者の行動で危険に出会わないようにするものです。

毎日のＫＹのほかに、定期的にイラストシートをもとに集団

で危険を探り、対策を検討することも重要です。

イラストシートを使ったＫＹは、多角的な視点を得ることが

できる点が毎日の一人で行うＫＹと比較して優れています。

毎日のＫＹは安全当番などが発言した場合は限定的に共有で

きますが、そのほかのリスクを共有できない可能性があります。

管理者、労働者などの関係者が一体となって取り組むことで

より多くの危険を発見し、対策を毎日のＫＹに活かすことで、

よりよいサイクルを構築できます。

イラストシートの活用

ＫＹは作業をする前に危険を想定しますが、危険をなくすこ

とが先ではないかとお考えの方がおられると思います。

リスクアセスメント※で危険性や有害性を「０」に近づける

ようにしますが、危険を「０」にすることはできません。

毎日の作業には必ず危険が潜んでいます。

日々の作業内容の危険を事前に想定し、労働者自身が行動を

決定することで労働災害、ヒヤリハットにならないようにする

ことがＫＹの目的です。

部門ごとに朝礼やミーティングがある場合は、その機会を活

用して、どのような危険があるかを全員で共有し、安全当番、

安全担当が行動目標を唱和するなどして関係労働者の意識を高

めることは有効といえます。

危険は「０」にはできません



取り組み事例①

➢ 階段の通行ルールを表示して手すりの

使用を勧奨している例

➢ 踏み面端部に砂を混ぜた塗料を塗ること

により 、耐滑性を高めている例



取り組み事例②

➢ 事務所出入口に防滑マットを敷いている

例

➢ 段差箇所を黄色で目立たせ、注意喚起

の表示を行っている例



取り組み事例③

➢ 通路のＬ字コーナーにミラーを設置して
いる例

➢ 出入口の通行ルールを定めて表示を

行っている例

大阪労働局 安全の見える化事例集より



職場における腰痛予防対策指針

（抜粋）重量物の取り扱い

・重量物の取り扱いについては
機械による自動化や台車・昇降
装置などの使用により省力化を
図る。

・機械を使わず人力によってのみ作業をす
る場合の重量は、男性（満18歳以上）は
体重の概ね40%、女性（満18歳以上）は
男性が取り扱う重量の60%程度とする。

例  男性で体重が60kgの場合は荷の重量
24kgまで。女性で体重が50kgの場合は、
荷の重量12kgまで。原則は、機械による
自動化や、台車の使用による省力化を。



腰痛予防について

腰痛の要因は「動作」、「環境」、「個人」、「心理、社会的」に大別されます。

小売業では段ボールなどの重量物を取り扱う際の腰痛が多発しています。

・ケース在庫を棚に積み上げる際に、踏み台を使わずに作業し

て負傷。

・20ｋｇの荷物を運び、床に下した際に負傷。

・200ｋｇの業務用品を荷下ろししていた際に、倒れそうに

なったため、支えたところ負傷。

・中腰の姿勢で片付け作業をしていた際に、腰をひねった状態

で12ｋｇの物を持ち上げて負傷。

・店舗の20ｋｇのポールを勢いよく持ち上げようとした際に負

傷。

・動作要因

重量物の取り扱い、人の抱え上げ、拘束姿勢、

不自然な姿勢、急激又は不用意な動作

・環境要因

振動、温度等、床面の状態、照明、作業空間

・個人要因

年齢、性別、体格、筋力、既往歴、基礎疾患

・心理、社会的要因

働きがい、支援不足、トラブル、過重労働

腰痛災害の発生状況事例要因



職場における腰痛予防対策指針①

厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を定めるほか、腰痛予防体操等の教材を作成しています。

・温度

寒冷ばく露は腰痛を悪化させることに留意。

・照明

足もとや周囲の視界 ★転倒防止措置

・作業床面

凹凸の解消 ★転倒防止措置

・作業空間や設備、荷の配置等

整理整頓、作業台や椅子の高さ

・振動

重機等の座席の振動軽減

・自動化、省力化

台車、道具の利用

・作業姿勢、動作

膝をついて作業、正面で作業、同一姿勢の回避

・作業体制

複数配置

・作業標準

動作、姿勢等の方法 ※適宜見直しが必要

・休憩・作業量、作業の組み合わせ

適宜休憩、ほかの作業との組み合わせ

・靴、服装等

足に適合した靴、伸縮性等を考慮した作業服

作業環境管理作業管理



職場における腰痛予防対策指針②

厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を定めるほか、腰痛予防体操等の教材を作成しています。

・腰痛は、事業場内で発生したものが全て業務上の災害として

認定されるわけではありません。

・災害性の原因による腰痛（１、２をいずれも満たすもの。）

１）腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、

仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認めら

れること。

２）腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・

基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること。

・災害性の原因によらない腰痛

突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事な

ど腰に過度の負担のかかる業務に従事する労働者に発症し

た腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて仕事が原因

で発生したと認められるもの。

・腰痛健康診断

・腰痛予防体操

筋疲労回復、柔軟性、リラクゼーション

「転倒予防・腰痛予防の取組 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)」

・腰痛復帰時の措置

本人への配慮、産業医等の意見の尊重

・労働衛生教育

内容）腰痛の発生状況及び原因

腰痛発生要因の特定及びリスクの見積もり方法

腰痛発生要因の低減措置、腰痛予防体操

・相談窓口の整備

・産業医等による保健指導

睡眠、禁煙、運動習慣、バランスのとれた食事

腰痛の労災認定健康管理及び労働衛生教育等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
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